
                                                  
令和 4年 3月 31日 

 

 

令和４年度における建設工事の前払金の特例に係る 

取扱いについてのお知らせ 

 

                                                              岡山県土木部 

 

 国における令和３年度発注工事の前払金の使途拡大に対応し、県発注工事においても、

令和３年度発注工事について、前払金の使途拡大を行いましたが、令和４年度発注工事に

ついても、継続して行うこととしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 前払金を使用できる費用の拡大（継続） 

工事請負契約書に記載された前払金を充当できる費用について、岡山県の建設工事に

おける工事請負契約書に、「現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要す

る費用」を追加し、前払金額の１００分の２５を上限として充当できることを記載して

いる。 

※ 中間前払金は、本件使途拡大の対象外とする。 

 

２ 期間について 

  平成２８年４月１日から令和５年３月３１日までに新たに工事請負契約を締結した、

又は締結する工事の前払金で、令和５年３月３１日までに払出しが行われるものに適用

する。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 
        土木部技術管理課技術指導班 

          ＴＥＬ ０８６－２２６－７４０９ 

 


